
 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月１日発行 

      第４号 

浦安市立浦安小学校 

電話３５１－２３６２ 

学校教育目標 
人と豊かにかかわりながら 主体的に学び しなやかに生きる子どもの育成 

いよいよ学校が再開しました。子どもたちだけでなく、私たち教職員にとっても待ちに待った再開です。 

臨時休業は昨年度の３月から数えると、３ヶ月にも及びました。こんなにも長い期間、学校が休みに 

なったのは初めてのことです。学校として、このことをしっかりと認識し、再開後は感染予防を徹底す

ると共に子どもたち一人一人に声をかけるなど、心のケアにも取り組んでまいります。 

保護者の皆様にもご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

１．学校再開後の感染予防の対応について 

（１）学校における対応 

 ①児童が登校したら、教職員が健康観察表を見ながら検温の確認と健康観察を行い、その後、教室

に入ることとなります。 

 ②昇降口にアルコールを設置し、教職員の指導のもと、手指の消毒を行います。 

 ③１日に５回、「手洗いタイム」を設定し、全校で３０秒間、石鹸を使った手洗いを行います。 

 ④教職員は、毎日２回の検温を行い、マスクを着用して児童の指導にあたります。 

 ⑤学校施設の共有箇所を中心に１日２回の消毒を行うと共に、教室等は常時、窓を開け、換気を徹

底します。 

 ⑥図書室のカウンターや水道場など児童が密集しやすい場所には、印をつけるなどして、児童の接

近を防ぎます。 

 ⑦給食について 

  全員、前向きで喫食し、当番は最低人数におさめます。当番の健康観察をきめ細かに行い、体調

のすぐれない児童が当番をすることはありません。 

 ⑧清掃について 

  トイレの清掃は、児童は行わず、教職員が行います。 

（２）ご家庭にお願いしたいこと 

 ①毎朝、学校を出る前に検温を行い、健康観察表に記録して、忘れずに持たせてください。 

 ②お子さんにはマスクを着用させてください。（色や形は問いません。） 

  本日、文部科学省より配付された布マスクを一人１枚配りました。 

  また、保護者の方が学校にいらっしゃる場合もマスクを着用にご協力ください。 

 ③発熱等、お子さんの体調がすぐれない場合、また、ご家族に発熱等の症状がある場合は、登校を

控えてください。 

 ④学校では１日に数回、手洗いを行います。毎日、清潔なハンカチを持たせてください。 

 ⑤登校後にお子さんに発熱等の症状があった場合は、保護者のお迎えをお願いいたします。学校よ

り連絡がつくようにお願いいたします。 

 

◆詳細につきましては、本日配付した「新型コロナウイルス対策における学校の対応及びご家庭への

お願い」の手紙をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．子どもたちへの保健指導及び心のケアについて 

（１）全児童を対象にアンケート調査を行い、児童の心のケアに生かします。 

 ①学校再開後、直ちにアンケート調査を行い、児童の不安や困り感について把握します。 

 ②アンケートの結果を見て、個別に対応するとともに、スクールライフカウンセラー（SLC）や養護

教諭等も含め、複数の職員で子どもを見守ります。 

 ③再開後２週間は分散登校であることを生かし、一人一人にきめ細かな声かけを行います。平常日

課開始後も継続して、一人一人の様子をしっかりと観察していきます。 

（２）全学級で保健指導を実施します。 

 ①学級担任と養護教諭による、保健指導を行います。正しい手洗いの仕方などを身につけさせるだ

けでなく、コロナウイルスについて、正しい知識を持たせ、自らが感染予防のために行動する力

を育てると共にいたずらに不安にならないような指導・助言を行います。 

 ②新型コロナウイルスに関連する差別や偏見、いじめのないよう心の健康について指導します。 

  

 ◆ご家庭でも気になることがございましたら、いつでも学校にご相談ください。 

３．学習について 

 浦安市では、授業日数の確保のため、夏季休業日及び冬季休業日に授業日を設定することは、すで

にお知らせしたとおりです。 

 本校では、年間指導計画を見直し、学習指導要領に示された学習内容に未学習がないように対応い

たします。例えば、新型コロナウイルス感染症予防のため、本年度はプールの指導が中止となりまし

た。また、教科等によっては当面、学習できない内容があります。（例：音楽の歌唱指導や密になる内

容の体育の活動等）これらの授業時数を、臨時休業中に学習する予定であった国語や算数の授業に充

てるなどの対応をします。 

 また、臨時休業中に課題として提示した学習内容は、家庭学習の学習状況及び成果について、適切

に評価した上で、あらためて指導するなどして十分な定着が図れるようにします。 

４．今後の学校行事について 

 今後の感染の状況を見ながら、児童の安全を最優先して判断します。 

 現時点においては、１０月に延期した運動会は、縮小するなど、内容を工夫して１０月１７日（土）

に実施する予定です。しかしながら、今後の状況によってはさらに変更になる場合もございます。 

 その他の行事につきましても、対応が決まり次第できるだけ速やかにお知らせいたします。 

 

 詳細につきましては、下記のとおり行う「学校経営説明会」でご説明します。 

            記 

６月１８日（木）４～６年生・なかよし学級 

 ６月１９日（金）１～３年生 

 いずれも午後３時から 体育館にて行います。当日は、３密にならないよう、会場を設営します。 

 保護者の皆様には、マスクの着用をお願いいたします。 


